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老人保健制度から 後期高齢者医療制度へ今年４月

後期高齢者医療制度に加入する前日において被用者保険（健康保険や共済保険など（ ））の被扶
養者であった人は、新たに保険料負担が生じることになります。このため、緩和措置として被
保険者となる月から2年間、  均等割額  が 5割軽減されます。さらに特例措置として、平成
20年4月から9月までは保険料の負担は無く、10月から平成21年3月までは、   均等割額  の
9割が軽減されます。なお、この期間中は  所得割額  はかかりません。

後期高齢者医療制度の
保険料率が決まりました。
　平成20年4月から、現在の「老人保健制度」が「後期高齢者医療制度」に変わります。
75歳以上の人は、
「後期高齢者医療制
　「後期高齢者医療

平成20年4月からの

※ 「総所得金額等」とは、前年中の「公的年金収入－公的年金等控除」、「給与収入－給与所得控除」、「事業収入－必要経費」
 などで、各種所得控除前の金額です。一人ひとりの保険料は、4月以降に決定して通知します。

※ 公的年金収入のみの人は、年金額が153万円以下の場合、所得割額はかかりません。

高
齢
者
の
医
療
費
が
増
大
し
て
い
る
な
か
、
医

療
保
険
を
支
え
る
現
役
世
代
の
人
口
は
減
少
し
つ

つ
あ
り
、
そ
の
負
担
が
増
え
続
け
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
、
高
齢
者
世
代
と
現
役
世
代
の
負
担
を
明
確

に
し
、
公
平
で
分
か
り
や
す
い
制
度
と
す
る
た
め

に
、
75
歳
以
上
の
人
の
心
身
の
特
性
や
生
活
実
態

な
ど
を
踏
ま
え
、
独
立
し
た
「
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
」
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
「
老
人
保
健
制
度
」
の
適
用
を
受
け
て
い

る
75
歳
以
上
の
人
は
、
手
続
き
不
要
で
自
動
的
に

「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
へ
移
行
し
ま
す
。

　

す
で
に
老
人
保
健
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
る

人
は
、
平
成
20
年
３
月
末
ま
で
に
お
届
け
し
ま
す
。

平
成
20
年
４
月
以
降
に
75
歳
に
到
達
す
る
人
は
、

誕
生
月
の
前
月
中
に
お
届
け
し
ま
す
。
な
お
一
人

ひ
と
り
の
保
険
料
の
額
は
、
４
月
以
降
に
決
定
し

て
通
知
し
ま
す
。

年
金
の
額
が
年
18
万
円
以
上
で
、
介
護
保
険
料

と
合
わ
せ
た
保
険
料
額
が
年
金
額
の
半
分
以
下
の

場
合
は
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
以
外

高齢者のうち、75歳以上の人
を「後期高齢者」といいます。

◆ 

な
ぜ
新
し
い
制
度
が
で
き
た
の
？

◆ 

何
か
手
続
き
は
必
要
？

◆ 

保
険
証
は
い
つ
届
く
？

後
期
高
齢
者
医
療
制
度 

Q
＆
A

の
人
は
町
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
納
付
書
や
口
座
振

替
な
ど
に
よ
っ
て
納
め
ま
す
。
現
在
、
被
用
者
保

険
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
保
険
料
軽
減
に
か
か

る
特
殊
措
置
の
関
係
で
、
普
通
徴
収
（
納
付
書
や

口
座
振
替
で
支
払
い
）
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

病
院
に
か
か
っ
た
と
き
の
給
付
に
つ
い
て
は
、

今
ま
で
の
老
人
保
健
制
度
と
基
本
的
に
か
わ
り
ま

せ
ん
。
主
な
給
付
に
は
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

❶
病
気
や
け
が
で
診
療
を
受
け
た
と
き
の
治
療
費

❷
入
院
し
た
と
き
の
食
費

❸
療
養
病
床
に
入
院
し
た
と
き
の
生
活
療
養
費

❹
１
か
月
に
払
っ
た
自
己
負
担
が
限
度
額
を
超
え

た
と
き
の
給
付

❺
訪
問
看
護
を
利
用
し
た
と
き
の
利
用
料

❻
装
具
の
購
入
費
な
ど

❼
緊
急
の
入
院
や
転
院
の
と
き
の
移
送
費

こ
の
ほ
か
、
新
し
く
「
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」

が
設
け
ら
れ
ま
す
。

8
月
か
ら
翌
年
7
月
ま
で
の
1
年
間
に
支
払
っ

た
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
が
、
一

定
の
限
度
額
を
超
え
た
場
合
に
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

問
福
智
町
役
場
住
民
課
医
療
・
保
険
係

☎
２
２-

７
７
６
１

問
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
９
２-

６
５
１-

３
１
１
１

◆ 

保
険
料
は
ど
う
や
っ
て
支
払
う
の
？
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平成20、21年度の保険料計算方法

＝ ＋

※ 均等割額と所得割額は県内均一で、2年ごとに見直しを行います。

均等割額
福岡県の広域連合で
決められた額

50,935円

世帯の年間総所得金額が少ない人

◆保険料の軽減措置

世帯の年間総所得金額に応じて、   均等割額  が軽減されます。住民票上の同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得
金額の合算額が次の額に当てはまる世帯は、軽減措置があります。

※ 軽減の判定にかかる「総所得金額」は、「公的年金収入－公的年金等控除－15万円」となるなど、保険料計算の「総所得
 金額等」とは異なる場合があります。詳しくは、住民課医療・保険係までお問い合わせください。

33万円（基礎控除額）以下の世帯

33万円＋24.5万円×被保険者数 以下の世帯
（被保険者である世帯主を除く）

（被保険者である世帯主を除く）
33万円＋35万円×被保険者数 以下の世帯 均等割額40,748円2割軽減

均等割額25,467円5割軽減

均等割額15,280円7割軽減
保険料
約1割

  公費（税金）
約5割

後期高齢者支援金
（現役世代の保険料）

約4割

医療給付費（医療費の総額から自己負
担分を除いた費用）の約１割を後期高齢
者全員で「保険料」として負担します。

◆ 広域連合の医療給付費負担割合

75歳以上の人
※ 一定の障害がある人は65歳以上

75歳以上の全員が被保険者となり、
一人ひとりに新しい「後期高齢者医
療被保険者証」が交付されます。

対象者

病院の窓口など医療機関での自己
負担は、今までの「老人保健制度」
と変更ありません。

一般の人…1割
現役並み所得者…3割※

医療費の自己負担

所得割額
福岡県の広域連合で
決められた率

9.24 ％×〔　　  〕〕〕　　保険料
1人あたりの年間

（最高限度額50万円）

健康保険などの被扶養者であった人

※国民健康保険の人は、この緩和措置
　および特例措置には該当しません。


